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要 　　　約

日本におけるドメスティック・バイオレンス（��������� ��������；以下��）は，�		�（平成��）
年�	月に配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（��法）が施行されたことにより，

それまでは家庭内の出来事であった夫婦間の暴力が顕在化し，夫婦であっても相手の人権を侵害する
暴力支配を行ってはいけないと明確に法律で定義された．夫婦間に存在する暴力は，決して家庭内の
出来事として安易に見過ごせるものではなく，被害者の生命に関わる深刻な問題として取り上げられ
るようになった．その結果，夫婦間に起きる暴力に対しては女性の意識も変化し，人権意識が高まる
ことで，��の被害届が年々増加してきた．そして今では，��という用語は広く一般に認知され，親
密な関係性に存在する暴力全般を ��と総称して呼ぶ傾向にある．「デート ��」がそれである．
しかし，「デート ��」の場合，言葉としては ��という用語を付与しているが，実際は ��法の適
応とならない．つまり，��法が定める保護の適応となる者は法律婚と事実婚の民法で定める対象者
のみであり，法的根拠の無い恋愛関係にあるカップルは ��法で定める保護命令の適応外である．そ

のため現時点での青年期の恋愛カップルに存在する暴力からの被害者救済は，民間のシェルターか被
害後警察に相談するしか方法が見当たらないといっても過言ではない．また，青年期のカップルの場
合，被害者の身近に有益な相談相手が居ないことも多く，被害者は加害者から物理的にも精神的にも
逃避することができず，パートナーからの暴力を受けながらその関係性を維持している場合も珍しく
ない．特に，高校生のカップルの場合，学校の先生や保護者等の大人に相談することは極端に少なく，
友人同士の相談では解決方法がみつからずで，暴力の長期化と深刻化を招きやすいと報告されている．
以上のことから，法律婚と事実婚以外のカップルにみられる暴力支配に対して，��という用語を

用いることは，暴力を受けた誰もが法的根拠を基にした保護命令等が受けられると誤解しやすい．そ
のため，「デート ��」という表現方法が適切かどうか，今後検討し，暴力を受けた女性全般に対する

支援体制と法の整備が必要であると考える．

は じ め に

�．ドメスティック・バイオレンス

（�������	 
�����	�：以下 �
と略す）とは

��とは，家庭内暴力と訳すことができ，日本に
おける家庭内暴力には，さまざまな形態が考えられ
る．例えば，夫から妻へ，親から子へ，子から親へ，

あるいは年長の兄姉から年少の弟妹への暴力などで
ある．家庭内暴力が，児童虐待として注目されるよ
うになった歴史は，それほど古いものではない．そ
れまでは，家庭内暴力は，思春期の子から親への暴

力のことを指していた．思春期の子から親への暴力
は，��
	年代後半から少しずつ表面化し始め，マス
コミを騒がせたいくつかの事件により一般の人々に
共有されるようになり，家族の中の暴力の代表とし
て捉えられてきた．児童虐待が注目される一方，夫

婦間の暴力に関する報告はあまりみることが出来な
かった．
この ��が，家庭内で起こる子どもへの暴力だけ

でなく，夫婦間にも深刻な暴力が存在するとして注
目され，��イコール夫婦間の暴力としてイメージ
されるようになったのは，ここ�	年ぐらいのことで
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あるといえる．そして ��の調査報告が活発化する
中で，夫から妻への暴力だけではなく，妻から夫へ
の暴力も存在することが明らかになった．しかし，
���	年代に入り国際的な議論の場において，��の

圧倒的多くは男性から女性への暴力であるとした報
告がなされ ��，女性に対する重篤な人権侵害として
対応策が検討され始めた．
一方，日本の場合，欧米諸国の取り組みをよそに，

��に関する報告は停滞傾向にあった．日本の夫婦
間における家庭内暴力の顕在化が遅れたのは，日本
独自の夫婦喧嘩を揶揄する表現にあったとの指摘も
ある．例えば，夫婦間で起こる家庭内暴力は，「夫婦
喧嘩は犬も食わない」「喧嘩をするのは仲のいい証

拠」等であり，例え夫婦間に暴力があったとしても
他人がそれに介入する必要はないといわれてきたの
である��．しかし，その暴力は女性の人権をまった
く無視したものであるという理由だけでなく，常態
化した暴力はエスカレートし，生命の危機に直結す
る暴力につながることも珍しくないことから，夫婦
間に存在する暴力が深刻な社会問題として取り上げ
られるようになったのである．そして最近では，こ
の ��の用語は家庭内暴力の狭義を超えて，親密な

関係性に起こる暴力としての概念が形成され，結婚
前の恋人間，またはデートをしているなかで起こっ
た暴力としても ��の言葉が使用されるようになっ
てきた．そして，�		年現在，��は夫婦間，又は
恋人間など親しい間柄で起こる暴力をさすものとし
て使用され，「デート ��」という用語も一般的に使
われるようになったのである．
�		�（平成��）年�	月，「配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護に関する法律（��防止法と略

されるが，通称 ��法と呼ばれているため以下 ��

法と略す）」が施行され，その中で，「配偶者から
の暴力」として法律上「��」の定義が明示された．
そして�		�（平成�
）年��月 �日には同法が改正さ
れ，被害者に対する保護をより一層強化するものと
なった．その主な改正内容は，第 �は「配偶者から
の暴力」の定義が拡大されたことであった．すなわ
ち「配偶者」とは，婚姻の届けを出している法律婚
以外に，婚姻の届出をしていないが同居している，

いわゆる「事実婚」も含み，男性，女性の別を問わ
ないものとなった．また，配偶者からの暴力として
は，従来の「身体に対する暴力」の外，脅迫，侮辱
等の「精神的暴力」や，性的関係の強要として「性
的暴力」も，配偶者からの暴力として定義された．
第 �は，保護命令制度の拡充として，被害者の申し
立てにより，裁判所が加害者に対して出す「保護命
令」が適応されたことである．このことは，離婚後

も引き続き，身体的暴力を受ける場合は，元配偶者
に対しても保護命令が発令されることになった．ま
た，これまでは被害者本人に限定されていた接近禁
止命令は，被害者と同居する未成年の子どもにも拡

大されるようになった．第 �は，退去命令の期間が
�週間から �カ月に拡大され，再度の申し立ても可
能になった．第 �は，被害者の自立支援の明確化が
行われた．つまり，配偶者暴力相談支援センター等
が行う被害者の自立支援について，積極的な推進が
明確化された．
上記の �つの改正に伴い，法的婚姻関係だけでな

く婚姻届を出していないが，事実上婚姻関係にある
事実婚にも，保護命令等の対応が行われるように

なったのである．ただし，この場合，実際の事実婚
の定義は狭義であり，��経済基盤の共有，��同居等，
��準法律婚といえる状況の人が対象となる（図 �）．

図 � 女性への暴力に対する保護・支援

すなわち，��法が改正され法律婚に加えて事実
婚も保護する対象としながらも，事実婚の定義は狭
義であり，同居していない恋人間に存在する暴力被
害に対しては ��法の保護命令等が対象外となるの

である．したがって，「デート ��」とは，法的根
拠を持つ ��と違い，��という用語をつけること
であたかも ��法に適応するかのような印象を受け
るが，��法で定める保護対象外となっているので
ある．
．�
の構造

　．�．暴力の種類

�		�（平成�
）年��月に改正された ��法にお
いて，配偶者からの暴力は，身体に対する暴力のほ

か，精神的暴力・性的暴力も含むものとして定義さ
れた．暴力の種類は，身体的暴力，精神的暴力，性
的暴力，経済的暴力，子供を利用した暴力などがあ
る．つまり ��とは身体的力，精神的力，経済的力
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の優位性を持って相手をコントロールしようという
欲求と行動である．そして世界保健機構（���：
����� ������ �� ���!�����）では，どのような形
の暴力であっても，女性の健康に深刻な影響を及ぼ

す��ものを全て ��と呼んでいる．
　．．�
加害者の背景

暴力をふるう加害者の背景には，一定のタイプは
なく，また社会的地位・年齢・職業・学歴・所得な
どの因果関係もなく，どんな人でも加害者になる可
能性があるという����．
��が継続する理由としては，図 �に示すような

暴力のサイクルが指摘されている����．先ず，暴力
が起こる前の緊張形成期があり，ここでは �人の関

係性が徐々に緊迫感を持ち始める．次いで，爆発期
になり，何かのきっかけで暴力が爆発し，弱者であ
る妻や子どもに対して相手の人権を無視した攻撃が
行われる．最後，爆発によって怒りのエネルギーが
解消されると，今度は開放期（ハネムーン期）には
いり，再度夫婦間の関係性を修復しようと行為がと
られ，こうした一連のサイクルを��の連鎖とよぶ．
被害者がこうした ��の連鎖から逃げ出さない理由
としては，経済的自立が困難である，子どものため，

恐怖等が報告されている．特に，無職の主婦は子ど
もを抱えての経済的自立が困難であるため，��の
被害から逃れられない女性も珍しくないという．
ここで着目すべきは，経済的，家庭的拘束力の無
い恋人間にも暴力の連鎖が存在していることであ
る．つまり，経済的にも自立している女性で，パー
トナーとの間に子どものいない女性であっても，加
害男性からの暴力から逃れることが出来ず，暴力の
連鎖から逃避できないでいる．その理由としては，

「結婚していないから，いやならいつでも別れるこ
とができる」「束縛は恋愛では当然」等が報告されて
いるが，被害者がどうして連鎖から逃避できないで
いるのか，充分な説明をまだ得ていないのである．

　．�．�
被害者の実態

内閣府「男女間における暴力に関する調査」��に
よると，これまでに結婚したことのある人（�"���

人）のうち，配偶者（事実婚や別居中の夫婦，元配
偶者も含む）から「身体に対する暴行」「精神的な嫌
がらせや恐怖を感じるような脅迫」「性的な行為の
強要」のいずれかについて，「何度もあった」とい
う人は女性�	�
#，男性��
#，「 �，�度あった」と
いう人は女性���
#，男性����#，「 �度でも受けた

ことがある」という人は女性����#，男性���#と
なっている．�		
（平成��）年の内閣府	�の行った
調査によれば，�	代から�	代のいわゆる青年期に，
交際相手から「身体的暴力」「心理的攻撃」「性的強
要」のいずれかを受けたことのある女性は�	代では
����#，�	代では����#であった．つまり，恋愛関
係のある女性の �割から �割強が日常的に ��被害
を受けていたことが明らかになった．また，��が
始まるのは交際期間中からであり，結婚してもその

暴力が継続されるカップルも多くいることが報告さ
れている．恋愛関係にあるカップルでは，�	歳代か
ら�	歳代の結婚前に「交際相手（後に配偶者となっ
た相手以外）がいた（いる）」という人（�"��	人）を
対象に，当時の被害経験について調査した結果，「身
体に対する暴行」「精神的な嫌がらせや恐怖を感じる
ような脅迫」「性的な行為の強要」のいずれかをされ
たことが「あった」と答えた女性は����#，男性は
���#となっている．なかでも�	代女性では����#で

図 � 暴力連鎖の構造
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あり，�人� �人に �人は暴力被害の経験を持つ割
合となっていた 	�．
また，妊婦���人を対象とした片岡らの調査�
�に

おいて，妊娠中��の被害は � #で，��の傾向を疑

うリスクを含めると��#であったという．さらに，
周産期の対象者���のまとめでは妊娠前から ��を
うけていた女性は，妊娠中も引き続き被害を受けて
いる傾向が認められている．そして，妊娠中から被
害を受けていた女性の �割から 割は，出産後も暴
力が引き続いていた．この他，妊娠した女性に対す
る暴力以外に，「短い期間に繰り返す妊娠」，「望ま
ない妊娠」，「人工妊娠中絶」，「性感染症」，「性器出
血」等も，妊娠中の ��に関連した特徴として報告

されている���．東京都が実施した被害女性への面
接調査���では，妊娠中に暴力が始まった，または，
妊娠してから暴力の程度が悪化したという例も報告
されており，妊娠中の暴力は，女性と胎児の健康に
影響し，さらに出産後における子供への虐待との関
連も示唆されている．
図 �は，警察庁���による統計で，���（平成 �）

年から�		
（平成��）年までの夫から妻（内縁関係
も含む）への暴力（暴行，傷害，殺人）の検挙件数

を示したものである．このなかで，��の検挙件数
が急増した�			（平成��）年をみた場合，���（平
成 �）年の約���倍の増加であり，検挙件数をみる

と暴行は���件，傷害は���件，殺人は���件となっ
ている．次いで，翌年の�		�（平成��）年をみた場
合，暴行は���件，傷害は�	
�件と，さらに前年度を
上回っている．つまり，��の検挙件数が急増した

�			年以降も，経年的に ��の検挙件数は急激な増
加傾向を示しているのである．これには，�		�（平
成��）年�	月の ��法の施行が大きく影響している
と考えられる．��法の施行から �カ月の間に，警
察に寄せられた相談件数は�"���件であり，同法施行
前の �カ月間より�
#増加していたためである．そ
して，この全相談件数の被害状況をみた場合，その
約��#に当たる�"�	�件が女性からのものだったと
いう．つまり ��法の施行により，女性への暴力に

対する社会的関心が高まり，同時に女性自身の家庭
内暴力に対する認識が変化したことで，被害者が積
極的に被害届を提出するようになったのではないか
と考えられる．
�．�
を受けた被害者の心理

　�．�．�
を受けた女性の心理

誉田���らは，��名の被害女性を対象にした調査
において，最も多かったのは精神的暴力であったこ
とを報告している．つまり，被害者の妻は，加害者

である夫から日常的に暴力を受けており，その結果，
不安感や緊張感が高まり，ストレスの多い中で生活
を送っているという．また，内閣府の調査において

図 � 夫から妻（内縁関係含む）への暴力の検挙件数
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被害者は暴力により，ケガなどの身体的な影響を
受けるだけでなく，外傷後ストレス障害（$%&�：
'���(���)����� ������ ��������）に陥る等の精神的
な影響を受け，それが長期間続くとその女性の持つ

本来の性格や人格が変わってしまい，うつ状態とな
り，他人と接触する機会が極端に減少し，自分を追
い詰め自殺してしまう女性もいると報告している．
レノア・ウォーカー���は，暴力関係から逃げ出
さない女性の心理状態を次のように論考している．
つまり，女性が暴力に抵抗することで，暴力がさら
に深刻になり，何度も繰り返すうちに，自分には逃
げ出す力がないと信じ込むようになるという．その
「学習性無力感」と暴力には一定のサイクルがあり，

もう二度と暴力を振るわないと誓う相手を信じ，二
人の関係性を断ち切ろうとしない「暴力のサイクル
理論」で説明している．また，被害女性の自己決定
能力が極めて低くなる状態についてハーマン ��は，
加害者による心理学的な支配であると分析している．
　�．．�
と子どもの心理

米山���は，家庭の中で行われる夫から妻への暴
力，又は妻から夫への暴力という親の姿を目の当た
りにして育った子どもたちは，恐怖心や不安，恐れ，

悲しみ等の精神的なストレスだけでなく，その後の
成長にも影響を与える程の深刻な心的外傷を負うと
報告している．また，夫の暴力が子どもに及ぶこと
も珍しくなく，身体的暴力や性的暴力としての様相
を呈する．その上，夫からの暴力を受けた妻も，そ
の暴力を子どもへの虐待として，怒りをより弱者の
子どもへと向けていく．そして，両親の暴力を見た
り，暴力を受けて育った子ども達は，そうした家庭
環境の中で暴力によるコミュニケーションの方法を

学習し，将来，その子どもが成人した際には暴力に
よる問題解決を試みたり，力による支配をするなど，
今度は暴力の加害者となる「暴力の世代間連鎖」も
報告����	�されている．
配偶者から暴力を受けていた女性の家庭では，子

どもへの虐待のない家庭に比べ，子供への虐待が起
こる可能性は �倍であったことが報告�
�されてい
る．また，出生前の胎児にも影響���のあることも
わかってきた．それは，母親の感じるストレスを胎

児は敏感に察知し，それに呼応しているというので
ある．これらのことから，��目撃体験や子どもの
頃の暴力体験が，将来的には暴力の加害者や被害者
になる可能性が高いことを示唆している．次世代の
子どもに生じる「暴力の世代間連鎖」を断ち切るた
めにも，子どもへのケアは非常に重要な課題となっ
ている．

�
における支援体制と治療

�．支援システムおよび支援する専門職

��が注目される中，����（平成��）年��月，警

察庁通達により，求められれば家庭内の暴力被害に
あっている人を保護することができるようになった．
刑罰法令違反があれば当事者の意思を確認して検挙
などの措置をとり，それ以外の場合でも，暴力被害
を受けて困っている女性に対して，関係機関の紹介
や自衛策・対応策の援助等のサービスが利用できる
ようになったのである．その後，�		�（平成��）年
�月に成立した ��法では，救済の対象は配偶者か
ら暴力を受けた人（男性も含む）となり，暴力の防

止と被害者の保護のため，各都道府県が配偶者暴力
相談支援センター機能を持つ機関を設置することに
なった．そして，�		�（平成�
）年の ��法の改正
により，市町村もその機能を果たすことができるよ
うになった．
公的専門窓口としては婦人相談所がその中心的役

割としての機能を持つようになり，配偶者暴力相談
支援センター���が設置されるようになった．そし
て，婦人相談所に配偶者暴力相談支援センターとし

ての機能も加えられたのである．保護対象となる被
害者の範囲については，身体的暴力を受けた者に限
らず，心身に有害な影響を及ぼす言動を受けた者も
含むとしている．一時保護として利用できる期間は
�週間であり，一時避難所（シェルター）は有料利
用が原則である．��法では厚生労働大臣の基準を
満たす民間シェルターに保護を委託することができ
（第 �条第 �項），また，民間団体との連携（第 �条第
�項）や民間団体への援助（第�
条）も定められた．

そのため �� 法の施行により，各地の女性セン
ターや公的機関等では，夫からの暴力で困っている
女性からの相談が相次いでいる．各都道府県・政令
指定都市が把握している民間シェルターは全国で

か所（�		�年 �月現在）���となっている．そして民
間シェルターは被害者の安全の確保のため，所在地
が非公開になっている場合もある．現在民間シェル
ターでは，被害者の一時保護だけに止まらず，相談
への対応，被害者の自立へ向けたサポートなど，被
害者に対する様々な援助を行っている．行政機関と

しての ��防止センターもシェルター機能を持ち活
動するようになった．また，�		�年 ��改正法で
は，警察本部長等は，暴力の被害者から被害を自ら
防止するための援助を受けたいとの申出があった場
合，それが相当と認めるときは，被害の発生を防止
するために必要な援助をすることが義務づけられた
（第 �条第 �項）．その他のサポートとしては医療関
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係者の存在がある．医療機関では，身近な人からの
暴力の発見に大きな役割を担っており，��法によ
り「配偶者からの暴力によって負傷しまたは疾病に
かかったと認められるものを発見したときは，その

旨を配偶者暴力相談支援センターまたは警察官に通
報することができる」ことになっている．そのため，
医療関係者は，通報される当事者の意思を尊重する
こと，守秘義務が通報の妨げにならないこと，また，
本人保護の実現のため配偶者暴力相談支援センター
や婦人相談員，相談を行う機関などの利用について，
情報を提供するよう努めることなども規定された．
前述したシェルターや相談機能について東京都が

行った調査���によれば，夫やパートナーからの暴

力について，病院や区市町村の相談窓口や警察など
の「公的機関」に相談し，被害に対する援助を求め
た経験のある人は全調査対象者の約	#であった．
そのうち，「助かった」「役に立った」と肯定的に受
け止めている人は�	��#，「役に立たなかった」など
否定的に受け止めている人は����#であった．友人
や親など「私的な相手」にも相談をしている人は約
�	#であり，それに対して肯定的に受け止めている
人は���#，否定的に受け止めている人は����#で

あった．否定的であることの理由は「行くところや
逃げ込める場所がないので逃げることができない」
等であり，安全な避難場所の提供や的確なアドバイ
ス等相談体制の充実が要望されていた．
．治療

　．�．被害者への治療

「夫（恋人）からの暴力」調査研究会の調査結果���

によると，��による最も深刻な身体的暴力による
外傷は，あざ・打ち身
���#，裂傷・切傷�	#，骨

折などの骨の損傷����#であった．部位は顔が一番
多く，全身も���#あった．こうした身体的暴力によ
る外傷の後遺症を抱え，日常生活をおくる上で既に
支障をきたしている女性も少なくないという．しか
し，その一方で，外傷を理由に診察を受ける人の割
合は半分程度であり，残り半分の人は外傷があって
も診察を受けていないことも明らかになった．受診
をする診療科は多岐にわたり，外科のみならず産婦
人科，小児科，内科，心療内科等，身体だけでなく

精神症状も悪化して受診する場合もあり，全ての診
療科において医療従事者は ��被害についての理解
と認識が必要である������という指摘がみられる．
従って，患者の身体を直接診察する医師や看護師の
果たす役割は大きく，��の早期発見が被害者の健
康問題を解決するだけでなく，同居している子ども
を守る上でも重要なことである．

　．．加害者への治療

日本では，��が犯罪であるという社会通念はま
だ希薄である．生命にかかわる，あるいは重度の障
害を残すような深刻な身体暴力があった場合には事

件になることがあるが，そのような事例はまだ多く
はない．しかし，��法が制定され，加害者には罰
則が規定されている．また，罰則のほかに加害者に
対して治療義務を処している場合がある．最近，日
本においても加害者の治療が始められつつある�	�．
その治療内容は，非暴力プログラムが主流であり，
加害者更生にはまだ至っていないものであるとも言
われている�
�．中村���が，アメリカのバタラーズ・
プログラムをもとに男性の更生のためのプログラム

を提唱し，暴力なしで暮らすことを願う加害男性の
��克服への努力を援助している．また，千葉���

は，暴力をやめて生きる生き方を学ぶには，ストレ
ス対策と自己の苦悩への意味づけによるアプローチ
が有効であるとしている．
�．現状と課題

東京都生活文化局���の調査によると，パートナー
からの暴力を受けた若い世代の被害者は，複数機関
の支援機能を組み合わせて活用していることが報告

されている．複数の支援機能を利用するのは，配偶
者から逃れるためのシェルターの数がごくわずかで
あり，シェルターの運営は無報酬によるボランティ
アに頼っているのが現状であることから，同じ施設
の長期的な利用が困難なためである．また，ボラン
ティアへの依存は，その身分を保証するものでなく，
被害者を保護することにより，加害者からの暴力が
ボランティアに向けられるため，ボランティアの確
保が難しい．このことがシェルター数の不足につな

がっていると考えられる．さらに，民間非営利団体
が活動を継続する経済的基盤が整っていないために，
被害者が経済的負担を担うことになり，無職の主婦
等が簡便に利用するには，まだまだ支援体制は不十
分であるといえる．
もちろん，��法施行の効果もあって，数年の間

に各種支援体制の整備が進み，情報収集や行動力の
ある被害者は自ら支援資源を探し出して，自分に対
する支援にどのようなものがあるかを調整し，各種

支援を活用することができるようになってきている
という調査結果も明らかになっている���．このこと
は，現在の支援体制では，提供する機能が十分でな
いため，被害者自らが支援体制の探索行動の必要が
生じている．被害者によっては，探索行動がかなり
の負担となっているものと思われる．��は，子ど
もの虐待，子どもの親に対する暴力，恋愛関係にあ
る青年期の ��をはじめとして，さまざまな社会問
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題と密接に関連している．安全な家庭や社会を実現
するために，暴力を断ち切り，将来の暴力を予防す
ることが不可欠である．��の早期発見や予防にお
いて医療関係者の果たす役割は大きい．被害を早期

に発見������し，関連機関と連携し適切な介入を行
うことは課題と言える．

青年期カップル間に生じる暴力と課題

�．青年期カップルに関する暴力の実態について

山口は，交際中の青年期カップル間の暴力を，「デー
ト ��」という言葉を使用して表現している��．恋
愛関係の中で行われる暴力に対して，被害者は「支
配や束縛は恋愛では当然」という偏見や人権意識へ
の誤解があり，暴力への気付きと認知が低く，愛と

勘違いして，暴力が起きていてもわからず別れられ
ない状況がある���といわれている．
しかし，こうした青年期カップル間に存在する暴
力についての調査報告は，まだあまり多いとはいえ
ない������．中田��� の実施した調査結果では，女
子高生の�	人に �人，女子大生の 
人に �人が暴力
を受けているという実態が明らかになった．また，
�		�年には法律婚以外のカップルを対象に日本では
じめてカップル間に存在する暴力調査���が行われ

た．本調査は，高校生�"��
人を対象に性的暴力被害
の実態調査を行ったものであり，東京および九州地
域の高校生を対象としたものである．その結果，高
校生の女性の約 �分の �がなんらかの性的暴力を受
けていた．その性的暴力は，学年が上がるに伴って
より深刻な暴力に発展することも示唆されている．
日本における性的暴力の調査・研究�	����では，そ
の対象者を大学生や一般女性として，それぞれ精神
健康調査（*�+：*������ ������ +)�����������），
改訂版出来事インパクト尺度（,-&(.：,�'��� �/

-0��� &����(��0����）や自記式抑うつ尺度（&�&：
&��/ .���� &����）などを使用し，精神面へのさま
ざまな影響を検証している．
．�
法の適応外にある「デート �
」被害者

��の被害者同様，「デート ��」の被害者は，パー
トナーである加害者から言葉の暴力，身体的暴力，
精神的暴力，性的な暴力を受けていることは明らか
になっている���．しかし，前述したように，「デー
ト ��」の被害者の場合，言葉としては ��という

用語を付与しているが，実際は ��法の適応外であ
り，現時点での救済は民間のシェルターか被害後警

察に相談するしか方法がないぐらいに支援体制は不
十分のままである．そのため，身近に有益な相談相
手がいないことから，被害者は暴力の連鎖から逃避
することができず，パートナーからの暴力支配を受

けながらその関係性を維持しているのが現状であろ
う．また，高校生のカップルの場合，学校の先生や
保護者等の大人に相談することが極端に少なく，友
人同士の相談では解決方法がみつからず，結局，暴
力を振るう男性と別れられず，暴力が長期化するこ
とが多いと報告されている．
以上のことから，法律婚と事実婚以外のカップル

に見られる暴力支配に対して ��という用語を用い
ることは，法的根拠を基にした保護命令等が受けら

れると誤解されやすく，「デート ��」という表現
方法が適切かどうか，今後検討する必要があると考
える．

今後の課題

これまで婚姻関係にある男女を対象にした ��に
関する調査は多くの報告がある．しかし，婚姻関係
にない青年期カップル間にみられる暴力について
の調査はあまりみることができなかった．したがっ
て，青年期カップル間に存在する暴力の実態調査を

行うことは，今後青年期の男女に指導を行う上で重
要な示唆が得られると考えられる．また，どうして
青年期カップルという法的拘束力のない関係であり
ながら，暴力の連鎖から逃避することが出来ないの
か，その構造を明らかにする必要もある．そうする
ことで，暴力の長期化と悪化を防ぐことができると
考える．
例えば信田��は，��被害者への介入方法として，

わが国の現状に立脚した方法論を構築すべきである
と提言している．つまり児童虐待と ��を並列し，

実例をもとに具体的に指摘していることは，被害者
の孤立や，閉ざされた関係の中で繰り返し苦痛を与
え続けられた人に対しては，被害者の早期発見，早
期分離，人権意識の教育が必要であるとしている．
また，「デート ��」に関して中田���は，被害を発
見した場合，さまざまな支援に関する情報を伝える
ことで，被害を最小限に食い止めることができると
述べている．これらのことから，思春期の性教育の
中にパートナー間に存在する暴力についても教育を

提供する必要があると考える．
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�)）高田昌代，友田尋子：ドメスティック・バイオレンス防止に向けて，看護，��（��）*�� �，����．

�(）米山奈奈子：バタラーの心理，精神科看護，��（�）， �� "，����．

"�）日本 ��防止・情報センター編著：ドメスティック・バイオレンス，解放出版社，大阪，(��((，���!．

"�）中村正：ドメスティック・バイオレンス加害者治療の試み 　「男性の非暴力グループワーク」の経験から，アディクショ

ンと家族，��，�)���)*，����．

"�）千葉征慶：暴力克服のための人間観に関する一研究3ある加害男性の恢復過程が物語るもの3，アディクションと家

族，��，)"�(�，����．

""）内閣府男女共同参画編：配偶者からの暴力の被害者の自立支援に関する調査報告書，���*．

"!）梶山寿子：ドメスティック・バイオレンスという社会問題，ペリネイタルケア，��（�），) ��*，����．



ドメスティック・バイオレンスとデート ��の相違および支援体制の課題 �

"�）伊田広行：「デート ��」をシングル単位恋愛論と結びつけて伝える，��1������，��，�*���，��� ．

"*）畑下博世，上間美穂，但馬直子，菱田知代，鈴木ひとみ，辻岡芳美 4デート ��5文献レビュー（解説），保健師ジャー

ナル，��（��）��  ���)"，����．

" ）中田慶子：デート ��を知っていますか6 　若者たちのデート ��と防止教育について，助産雑誌，��（�），�!��(，

��� ．

")）高校生の性暴力被害実態調査研究班：高校生の性暴力被害実態調査報告書，財団法人助成アジア平和国民基金，���!

"(）石川義之：性暴力被害の実態―大学生・専門学校生調査の分析と考察報告書，�((�．

!�）小西聖子：日本の大学生における性暴力被害の調査，日本7性暴力会議会報，	
���（�），�)�! ，�((*．

!�）石井朝子，飛鳥井望，小西聖子，柑本美和，岸本淳司：性暴力被害によるトラウマ体験がもたらす精神的影響3東京都

女子大生調査結果より3，臨床精神医学，��（)），()(�((�，����．

!�）山口のり子：愛する，愛されるデート ��をなくす若者のためレッスン，梨の木舎，東京，�)�*�，���*．

（平成��年 *月��日受理）



� 富安俊子・鈴井江三子
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